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外国投資証券に関する有価証券上場規程の特例別表 

 

 

（上場手数料） 

区   分 納 入 期 徴 収 標 準 

(定額・定率） 

新規上場申請者 

の上場申請した 

外国投資証券の上場 

上場日の前日 

〔定  額〕 

250 万円 

〔定  率〕 

 上 場 投 資 口 数 の う

ち，本邦内に住所又は

居所を有する法人及び

個人の所有に係る投資

口数について 

１口につき７厘５毛  

上場外国投資法人が追

加発行する外国投資証

券の上場  上場日の前

日   １口当たりの払

込金額に追加上場する

投資口数のうち本邦内

における募集に伴い上

場する投資口数を乗じ

て得た金額の 

万分の 1.5  

 

 

 

（年賦課金） 

区   分 納 入 期 徴収標準 

年賦課金 

 当該外国投資証券の

発行者の事業年度の末

日の属する月の翌月か

ら起算して４か月目の

月の末日及び 10 か月目

の月の末日（これらの

日を納入期とすること

が困難であると認めら

れるときには本所がそ

の都度定める日）とす

上場投資口数のうち 

①  1,000 万口以下の

投資口数につき 

7 万 5 千円 

②  1,000 万口を超え

4,000 万口以下の投

資口数につき 

200 万口以下を増

すごとに６千円 

③  4,000 万口を超え
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る。 １億 2,000 万口以下

の投資口数につき 

400 万口以下を増

すごとに６千円 

④ １億 2,000 万口を

超え２億口以下の投

資口数につき 

1,000 万口以下を

増すごとに６千円 

⑤ ２億口を超え 10 億

口以下の投資口数に

つき 

１億口以下を増す

ごとに６千円 

⑥ 10 億口を超え 20 億

口以下の投資口数に

つき 

２億口以下を増す

ごとに６千円 

⑦ 20 億口を超える投

資口数につき 

４億口以下を増す

ごとに６千円  

 

 

 

付  則 

この特例は，特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等

の一部を改正する法律（平成12年法律第97号）の施行の日から施行す

る。 

(注) 「法律の施行の日」は平成12年11月30日 

付  則 

  この特例は，平成25年１月１日から施行する。 

 


